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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察者の頭部に装着された状態で、該観察者の少なくとも一方の眼球の視野内に延在す
るように配置される、接眼光学部が結合された棒状導光部を備え、前記棒状導光部を経て
前記接眼光学部から画像光を出射させて、前記観察者の前記一方の眼球に入射させるよう
にした頭部装着型画像表示装置において、
　前記観察者の頭部に装着された状態で、少なくとも前記一方の眼球から見える前記棒状
導光部の前記接眼光学部を除く視野領域部分を、反射率１８％、３６％、９％のいずれか
を目標反射率とし、該目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する範囲内の反射
率を有する不透明に構成した、ことを特徴とする頭部装着型画像表示装置。
【請求項２】
　前記目標反射率は、１８％である、ことを特徴とする請求項１に記載の頭部装着型画像
表示装置。
【請求項３】
　前記視野領域部分は、拡散面である、ことを特徴とする請求項１または２に記載の頭部
装着型画像表示装置。
【請求項４】
　前記棒状導光部の観察者の視軸方向への投影断面の幅を、４ｍｍ以下とした、ことを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の頭部装着型画像表示装置。
【請求項５】
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　前記目標反射率は、３６％である、ことを特徴とする請求項１に記載の頭部装着型画像
表示装置。
【請求項６】
　前記目標反射率は、９％である、ことを特徴とする請求項１に記載の頭部装着型画像表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、頭部装着型画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の頭部装着型画像表示装置として、例えば、ヘッドセット型や眼鏡型のように、モ
バイルで装着可能なものが提案されている（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００３】
　図７は、従来提案されているヘッドセット型の頭部装着型画像表示装置の概略構成を示
す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は平面図である。この頭部装着型画像
表示装置１００は、左眼タイプのもので、観察者Ｍの左耳に保持されるヘッドセット型の
頭部支持部１０１と、頭部支持部１０１に中継部１０２および保持部１０３を介して連結
されて、観察者Ｍの左眼視野内に保持される棒状導光部１０４と、を有する。棒状導光部
１０４は、一端部が保持部１０３に保持され、他端部には接眼光学部が結合されている。
また、頭部支持部１０１または中継部１０２、あるいは保持部１０３には、観察すべき画
像を表示する液晶表示素子や有機ＥＬ素子等の表示素子（図示せず）が内蔵され、この表
示素子に表示された画像の画像光が、棒状導光部１０４を経て外部に出射されるようにな
っている。なお、本構成は左右逆に構成することで右眼タイプとしてもよい。
【０００４】
　図７に示した頭部装着型画像表示装置１００は、棒状導光部１０４から出射される画像
光が観察者Ｍの左眼瞳孔に入射するように、頭部支持部１０１を観察者Ｍの左耳に保持し
、その状態で棒状導光部１０４の接眼光学部を覗くことにより、図示しない表示素子に表
示された画像の拡大虚像を観察できるようになっている。
【０００５】
　図８は、従来提案されている眼鏡型の頭部装着型画像表示装置の概略構成を示す斜視図
である。この頭部装着型画像表示装置１１０は、眼鏡一体型の右眼タイプのもので、眼鏡
フレーム１１１に支持部１１２および保持部１１３を介して、観察者の右眼視野内で、右
眼の眼鏡レンズ１１４の前方に近接して保持される棒状導光部１１５を有する。棒状導光
部１１５は、図７の棒状導光部１０４と同様に、一端部が保持部１１３に保持され、他端
部には接眼光学部が設けられている。また、眼鏡フレーム１１１または支持部１１２、あ
るいは保持部１１３には、観察すべき画像を表示する液晶表示素子や有機ＥＬ素子等の表
示素子（図示せず）が内蔵され、この表示素子に表示された画像の画像光が、棒状導光部
１１５を経て外部に出射されるようになっている。
【０００６】
　図８に示した頭部装着型画像表示装置１１０は、観察者が眼鏡フレーム１１１を掛ける
ことにより、棒状導光部１１５から出射される画像光が眼鏡レンズ１１４を通して右眼瞳
孔に入射するようになっている。したがって、観察者は、眼鏡フレーム１１１を掛けて棒
状導光部１１５の接眼光学部に形成された接眼光学部を覗くことにより、図示しない表示
素子に表示された画像の拡大虚像を観察することができる。
【０００７】
　なお、眼鏡型の頭部装着型画像表示装置として、通常の眼鏡に着脱可能で、図８と同様
の態様で使用されるものも提案されている。
【０００８】
【特許文献１】特表２００３－５０２７１３号公報
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【特許文献２】特開２００６－３８７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、上述したヘッドセット型や眼鏡型の頭部装着型画像表示装置は、モバイルで
使用されることから、眼球の前方に位置する棒状導光部によって背景が遮蔽されることな
く、すなわち、シースルー状態で画像を観察可能とするのが望まれる。
【００１０】
　その方法として、特許文献１には、棒状導光部の全体を透明部材で形成することが開示
されている。また、特許文献２には、棒状導光部の観察者の視軸方向への投影断面の幅を
、平均的な瞳孔径サイズを基準として４ｍｍ以下とすることが開示されている。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に開示の方法は、透明部材を透して背景を見ることができる
ものの、透明部材は屈折率を有するため、背景がずれて見えたり、歪んで見えたりすると
いう問題がある。また、透明部材に外光が入射することによって、フレアーやゴーストが
生じるという問題もある。さらに、全体が透明部材からなるため、細くするほど、エッジ
部が目に付き易くなるという問題もある。
【００１２】
　これに対し、特許文献２に開示の方法は、棒状導光部の観察者の視軸方向への投影断面
の幅を、平均的な瞳孔径サイズを基準として４ｍｍ以下とするので、棒状導光部の画像光
の光路を除く部分を不透明にすることができる。したがって、特許文献１に開示のように
、全体を透明部材で形成した場合の上述した問題は生じない。
【００１３】
　しかし、特許文献２に開示の方法の場合は、例えば、図９に右眼用の頭部装着型画像表
示装置による表示画像の観察状態を示すように、棒状導光部がぼけ像１２１として観察さ
れ、このぼけ像１２１を透して背景（図示せず）が観察されるとともに、ぼけ像１２１の
一部が重畳されてシースルーの表示画像１２２が観察されることになる。
【００１４】
　このため、例えば、棒状導光部の接眼光学部を除く周囲全体を黒く塗装処理して、反射
率を４．５％未満にすると、オフィス等の白い壁が多い中での使用時の場合は勿論のこと
、暗い壁が多いトンネル内や建築現場、倉庫内等における作業での使用時の場合でも、ぼ
け像１２１が黒く目立ち、表示画像１２２の画質低下を招くとともに、背景のシースルー
機能の低下を招くことが懸念される。逆に、棒状導光部の接眼光学部を除く周囲全体を白
く塗装処理して、反射率が７２％を超えるようにすると、暗い壁が多いトンネル内や建築
現場、倉庫内等における作業での使用時の場合は勿論のこと、オフィス等の白い壁が多い
中での使用時でも、ぼけ像１２１が白く目立ち、表示画像１２２の画質低下を招くととも
に、背景のシースルー機能の低下を招くことが懸念される。
【００１５】
　また、棒状導光部のぼけ像１２１は、観察者（装着者）の顔で反射された外光によって
、棒状導光部の内側、すなわち観察者の一方の眼球から見える部分が照明されることによ
って観察される。このため、上記のように、例えば、棒状導光部の接眼光学部を除く周囲
全体を黒く塗装処理して、反射率を４．５％未満とすると、顔の肌の反射率が低い観察者
の場合は勿論のこと、顔の肌の反射率が高い観察者の場合でも、ぼけ像１２１が黒く目立
ち、表示画像１２２の画質低下を招くとともに、背景のシースルー機能の低下を招くこと
が懸念される。逆に、棒状導光部の接眼光学部を除く周囲全体を白く塗装処理して、反射
率が７２％を超えるようにすると、顔の肌の反射率が高い観察者の場合は勿論のこと、顔
の肌の反射率が低い観察者の場合でも、ぼけ像１２１が白く目立ち、表示画像１２２の画
質低下を招くとともに、背景のシースルー機能の低下を招くことが懸念される。
【００１６】
　なお、モバイルで使用される頭部装着型画像表示装置の場合は、上述したように棒状導
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光部をシースルーとするのが望まれるが、棒状導光部によって遮蔽される視野の一部を、
棒状導光部からの画像を観察しない他方の眼球でカバーできる場合等には、棒状導光部を
シースルーとしない場合も想定される。しかし、この場合は、棒状導光部の幅が広いため
、観察される棒状導光部のぼけ像の幅も広くなる。このため、上記の場合と同様に、例え
ば、棒状導光部の接眼光学部を除く部分の反射率を、４．５％未満あるいは７２％超にす
ると、棒状導光部のぼけ像がより目立つようになるとともに、表示画像の画質低下がより
著しくなる。
【００１７】
　したがって、かかる点に鑑みてなされた本発明の目的は、観察者の視野内に位置する棒
状導光部が目立つのを低減でき、表示画像の画質を向上できる頭部装着型画像表示装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成する請求項１に係る頭部装着型画像表示装置の発明は、観察者の頭部に
装着された状態で、該観察者の少なくとも一方の眼球の視野内に延在するように配置され
る、接眼光学部が結合された棒状導光部を備え、前記棒状導光部を経て前記接眼光学部か
ら画像光を出射させて、前記観察者の前記一方の眼球に入射させるようにした頭部装着型
画像表示装置において、
　前記観察者の頭部に装着された状態で、少なくとも前記一方の眼球から見える前記棒状
導光部の前記接眼光学部を除く視野領域部分を、反射率１８％、３６％、９％のいずれか
を目標反射率とし、該目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する範囲内の反射
率を有する不透明に構成した、ことを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の頭部装着型画像表示装置において、
　前記目標反射率は、１８％である、ことを特徴とするものである。
【００２０】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載の頭部装着型画像表示装置において、
　前記視野領域部分は、拡散面である、ことを特徴とするものである。
【００２１】
　請求項４に係る発明は、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の頭部装着型画像表示装
置において、
　前記棒状導光部の観察者の視軸方向への投影断面の幅を、４ｍｍ以下とした、ことを特
徴とするものである。
　請求項５に係る発明は、請求項１に記載の頭部装着型画像表示装置において、
　前記目標反射率は、３６％である、ことを特徴とするものである。
　請求項６に係る発明は、請求項１に記載の頭部装着型画像表示装置において、
　前記目標反射率は、９％である、ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、観察者の少なくとも一方の眼球の視野内に延在し、少なくとも前記一
方の眼球から見える棒状導光部の接眼光学部を除く視野領域部分を、観察者において目立
たないように、目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する範囲内の反射率を有
する不透明としたので、観察者において棒状導光部が目立つのを低減でき、表示画像の画
質を向上することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る頭部装着型画像表示装置の要部の構成を示す概略
斜視図である。この頭部装着型画像表示装置１０は、観察者の頭部に装着された状態で、
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保持部１１を介してヘッドセット型の頭部支持部や、眼鏡フレームに支持されて、該観察
者の一方の眼球の視野内に延在する棒状導光部１２を有する。なお、ここでは、便宜上、
右眼タイプの頭部装着型画像表示装置１０を示すが、左眼タイプとしたり、右眼タイプと
左眼タイプとの両方を備える構成としたりしても良いことは勿論である。
【００２５】
　棒状導光部１２は、保持部１１に保持される一端部とは反対側の他端部に結合されたプ
リズム部１３と、該プリズム部１３の出射端面に結合された接眼窓を形成する接眼光学部
１４とを有し、保持部１１等に内蔵された液晶表示素子や有機ＥＬ素子等の表示素子（図
示せず）からの画像光を、一端部から他端部に導光してプリズム部１３で反射させ、該プ
リズム部１３で反射された画像光を、接眼光学部１４を経て出射させる。これにより、観
察者が、頭部装着型画像表示装置１０を頭部に装着して、接眼光学部１４を右眼で覗くこ
とで、図示しない表示素子に表示された画像の拡大虚像を観察できるようになっている。
【００２６】
　本実施の形態では、棒状導光部１２を、画像光の光路を除く部分を不透明にするととも
に、観察者の視軸方向への投影断面の幅を、平均的な瞳孔径サイズを基準として４ｍｍ以
下として、背景をシースルー可能とする。また、棒状導光部１２は、観察者の視野内への
延在方向における画像光の光軸と直交する外観の断面形状を、表示素子による表示画像の
形状に合わせて矩形とする。したがって、頭部装着型画像表示装置１０が観察者の頭部に
装着された状態では、接眼光学部１４が結合された側の棒状導光部１２の面１２ａが、右
眼から見える視野領域部分１２ａとなり、その接眼光学部１４を除く部分が棒状導光部１
２のぼけ像として観察されることになる。そこで、本実施の形態では、この接眼光学部１
４を除く視野領域部分１２ａを、グレースケールで表される色で不透明とし、その反射率
を適切に設定する。
【００２７】
　ここで、反射率は、理論的には０％～１００％であるが、通常、黒の反射率は３％であ
り、白の反射率は９６％である。この黒と白との間を当分して階調を表現すると、図２に
示すような、反射率の階調が得られる。図２から明らかなように、中間の階調は、反射率
が１８％となる。この反射率は、標準反射率と呼ばれ、地球上の全ての反射率の平均値と
言われている。このため、例えば、一眼レフカメラに内蔵されている反射式露出計は、通
常、被写体の反射率が１８％の場合に、適正露出が得られるように設定され、被写体の反
射率に応じて、図２に示すように、例えば、±２．５ＥＶ（Exposure Value）の範囲で露
出補正が行えるようして、適切な露出で撮影できるようにしている。
【００２８】
　本発明者らは、図２に示したカメラにおける適正露出と露出補正とに着目し、種々の反
射率について、観察される棒状導光部１２のぼけ像の目立ち度合いを実験し、鋭意検討し
た。その結果、接眼光学部１４を除く視野領域部分１２ａを、目標反射率を中心とした±
１ＥＶの露光量に相当する範囲内の反射率で不透明とすると、図３に示すように、表示画
像２１とともに観察される棒状導光部１２のぼけ像２２が目立たず、気にならなくなり、
目標反射率から－１ＥＶに相当する反射率を下回る不透明とすると、ぼけ像２２が黒く目
立たち、目標反射率から＋１ＥＶに相当する反射率を上回る不透明とすると、ぼけ像２２
が白く目立たつことが確認できた。
【００２９】
　具体的には、目標反射率は、日中の屋外での通常の使用環境では、図４に示すように、
標準反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する９％～３６％の反射率であれば、図
３に示した棒状導光部１２のぼけ像２２が、より目立たず、気にならなくなることが確認
できた。これに対し、反射率が９％未満の場合は、ぼけ像２２が黒く目立ち、反射率が３
６％を超える場合は、逆に、ぼけ像２２が白く目立つことが確認できた。
【００３０】
　したがって、日中の屋外での通常使用環境を想定した一般仕様では、棒状導光部１２の
接眼光学部１４を除く周囲全体の反射率を、標準反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に
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相当する９％～３６％の反射率とするのが好適である。
【００３１】
　また、オフィス等の白い壁が多い使用環境では、図５に示すように、目標反射率を、標
準反射率から＋１ＥＶの露光量に相当する反射率３６％とし、この目標反射率を中心とし
た±１ＥＶの露光量に相当する１８％～７２％の反射率とすれば、図３に示した棒状導光
部１２のぼけ像２２が、より目立たず、気にならなくなることが確認できた。これに対し
、反射率が１８％未満の場合は、ぼけ像２２が黒く目立ち、反射率が７２％を超える場合
は、逆に、ぼけ像２２が白く目立つことが確認できた。
【００３２】
　この条件は、肌の反射率が低い観察者による上記の通常使用環境下でも同様であること
が確認できた。すなわち、この場合は、観察者の顔で反射されて、棒状導光部１２の視野
領域部分１２ａに入射する外光が比較的少なくなるので、棒状導光部１２の反射率を、図
５と同様に、＋方向にシフトすることで、図３に示した棒状導光部１２のぼけ像２２が、
より目立たず、気にならなくすることができる。
【００３３】
　したがって、オフィス等の白い壁が多い中での使用環境や、肌の反射率が低い観察者に
よる通常使用環境を想定した第１特別仕様では、棒状導光部１２の接眼光学部１４を除く
周囲全体の反射率を、標準反射率から＋１ＥＶの露光量に相当する反射率３６％を目標反
射率として、該目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する１８％～７２％の反
射率とするのが好適である。
【００３４】
　また、暗い壁が多いトンネル内や建築現場、倉庫内等における使用環境では、図６に示
すように、目標反射率を、標準反射率から－１ＥＶの露光量に相当する反射率９％とし、
この目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する４．５％～１８％の反射率とす
れば、図３に示した棒状導光部１２のぼけ像２２が、より目立たず、気にならなくなるこ
とが確認できた。これに対し、反射率が４．５％未満の場合は、ぼけ像２２が黒く目立ち
、反射率が１８％を超える場合は、逆に、ぼけ像２２が白く目立つことが確認できた。
【００３５】
　この条件は、肌の反射率が高い観察者による上記の通常使用環境下でも同様であること
が確認できた。すなわち、この場合は、観察者の顔で反射されて、棒状導光部１２の視野
領域部分１２ａに入射する外光が比較的多くなるので、棒状導光部１２の反射率を、図６
と同様に、－方向にシフトすることで、図３に示した棒状導光部１２のぼけ像２２が、よ
り目立たず、気にならなくすることができる。
【００３６】
　したがって、暗い壁が多いトンネル内や建築現場、倉庫内等での使用環境や、肌の反射
率が高い観察者による通常使用環境を想定した第２特別仕様では、棒状導光部１２の接眼
光学部１４を除く周囲全体の反射率を、標準反射率から－１ＥＶの露光量に相当する反射
率９％を目標反射率として、該目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する４．
５％～１８％の反射率とするのが好適である。
【００３７】
　以上のように、本実施の形態では、棒状導光部１２の接眼光学部１４を除く視野領域部
分１２ａを含む周囲全体を、目標反射率を中心とした±１ＥＶの露光量に相当する範囲内
の反射率を有する不透明に構成する。また、この不透明な面は、必要に応じて、梨地処理
して拡散面とし、これにより観察者の眼球に入射する棒状導光部１２からの反射光を調整
する。なお、不透明とする構成は、例えば、塗装処理して着色したり、不透明な薄膜部材
を貼付したり、する等して実現することができる。
【００３８】
　なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変
更が可能である。例えば上記実施の形態では、目標反射率が、１８％（標準反射率）、３
６％、９％の３つの場合を例示したが、この目標反射率は、使用目的の環境等に応じて、
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４を除く周囲全体を、同じグレー色で同じ反射率に設定したが、接眼光学部１４を除いた
視野領域部分１２ａのみを上記の反射率でグレー色の不透明とし、他の面は、見かけ等を
考慮して任意の色および反射率にすることもできる。したがって、この場合は、第三者か
ら見える部分を、比視感度の低い青色系にしたり、さらにつや消し処理を施したりして、
棒状導光部１２自体を第三者に目立たなくすることもできる。
【００３９】
　さらに、棒状導光部１２は、外観の断面形状が矩形に限らず、断面円形、断面Ｄ形等、
任意の形状とすることができ、いずれの外観形状の場合でも、使用状態において、少なく
とも眼球から見える接眼光学部を除く視野領域部分の反射率を上記のように設定すればよ
い。また、上記実施の形態では、棒状導光部１２の観察者の視軸方向への投影断面の幅を
４ｍｍ以下として、背景をシースルー可能としたが、本発明は、棒状導光部をシースルー
としない構成の場合にも有効に適用することができる。さらに、本発明は、ヘッドセット
型や眼鏡一体型に限らず、眼鏡着脱型の頭部装着型画像表示装置にも有効に適用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施の形態に係る頭部装着型画像表示装置の要部の構成を示す概略斜
視図である。
【図２】図１に示した棒状導光部の反射率範囲を説明するための図である。
【図３】図１に示した頭部装着型画像表示装置によって観察される表示画像と棒状導光部
のぼけ像とを示す図である。
【図４】一般仕様に好適な棒状導光部の反射率範囲を説明するための図である。
【図５】第１特別仕様に好適な棒状導光部の反射率範囲を説明するための図である。
【図６】第２特別仕様に好適な棒状導光部の反射率範囲を説明するための図である。
【図７】従来提案されているヘッドセット型の頭部装着型画像表示装置の概略構成を示す
図である。
【図８】従来提案されている眼鏡型の頭部装着型画像表示装置の概略構成を示す斜視図で
ある。
【図９】従来の頭部装着型画像表示装置によって観察される表示画像と棒状導光部のぼけ
像とを示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　頭部装着型画像表示装置
　１１　保持部
　１２　棒状導光部
　１２ａ　視野領域部分
　１３　プリズム部
　１４　接眼光学部
　２１　表示画像
　２２　ぼけ像
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